
　１月７日㊐、市民会館において「茂原市成人式」が
開催され、新成人662人が出席しました。
　運営委員による抽選会や、「和太鼓昇鼓團」による演
奏も行われ、会場は華やかな雰囲気に包まれました。

広報
 2.1日号
2018（平成30年）
No.1027

【人口と世帯数】平成30年1月1日現在
（うち外国人住民）
●総人口90,481人（1,187人）
●　男　44,698人（403人）
●　女　45,783人（784人）
●世帯数40,164世帯
　　　　　※外国人住民の世帯を含む

【12月中の動き】※外国人住民を含む
●転入　247人　●転出　234人
●出生　 56人　●死亡　 90人

◆税の申告は、早めに、正しく！（P２～４）
◆公立幼稚園の園児を募集（P６）
◆農業委員および農地利用最適化推進委員を募集（P８～９）
◆第４回もばら冬の七夕まつりを開催します（P11）

今月の日曜開庁 2月25日㊐ 8時30分〜17時15分

市 民 課（2階）　☎（20）1502
市民税課（2階）　☎（20）1577
収 税 課（2階）　☎（20）1578

　 本納支所　　　　☎（34）2111
証明書等交付時間を延長 毎週水曜日 19時まで  市 民 課（2階）　☎（20）1502

※一部取り扱えない業務もありますので、詳しくはお問い合わせください

真っすぐ、未来へ
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　申告会場は混雑することがあります。所得税及び復興特別所得税の確定申
告は、電子申告(e-Ｔax)や郵送(茂原税務署あて)での申告をお勧めします。

申告会場開設期間　２月16日㊎～３月15日㊍

①印鑑 ・認印でも可（朱肉を付けるもの）

②本人確認書類
　（ＡまたはＢのいずれか）

A　マイナンバーカード（個人番号カード）

　　通知カード、住民票の写し（個人番号の記載があるもの）などから1点
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋
　　運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどから1点

③収入を証明するもの
・源泉徴収票（給与、公的年金等）　　
・営業等、農業、不動産収入があった方は、収入と必要経費が分かる書類や帳簿、
　領収書など　
・支払調書（配当、原稿料等）　　・株式の年間取引報告書

④控除を証明するもの
・国民年金保険料の控除証明書
・国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料、
 　介護保険料の領収書や口座振替納付済通知（平成29年中に支払ったもの）
・生命保険料、地震保険料の控除証明書　　・障害者手帳

申告種類 受付会場 申告期間（土日を除く） 受付時間

市・県民税の申告 市役所市民室・
本納支所

２月16日㊎～３月15日㊍（郵送可）
※２月15日㊍までは市民税課窓口のみ ８時30分～17時

所得税及び復興特別所得税
の確定申告

市役所市民室・
本納支所 ２月16日㊎～３月15日㊍ ８時30分～17時

茂原税務署 ２月16日㊎～３月15日㊍（郵送可） ９時～17時

税の申告は、早めに、正しく！

申 告 に 必 要 な も の

申
告
に
は
、「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定

申
告
」
と
「
市
・
県
民
税
の
申
告
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
。
申
告
書
は
、
納
税
者
自
身
が
作
成
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
い
ま
す
の
で
、
医
療
費
の
合
計
金
額
、
農
業
・
事

業
所
得
な
ど
の
収
入
・
経
費
計
算
は
ご
自
分
で
計
算
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
収
入
の
な
い
方
で
も
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
軽
減
措
置
、
税
関
係
証
明
書
の
発

行
、
各
種
福
祉
関
係
の
所
得
判
定
等
の
基
礎
資
料
と
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※税務署では、1月4日㊍から消費税の申告書・所得税及び復興特別所得税の還付申告書の提出を受け付けています。
   また、申告期間中は申告書を作成できるコーナーを設置します。
※雑損控除を受けられる方や青色申告者・譲渡所得者の申告は、市役所では受け付けていませんので

茂原税務署で申告してください。

B
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確
定
申
告
が

�

必
要
な
方
（
例
）　

昨
年
１
年
間
に
所
得
が
あ
り
、

次
に
該
当
す
る
方
で
す
。

⑴
平
成
29
年
分
の
事
業
所
得
や
不

動
産
所
得
な
ど
の
各
種
所
得
金

額
の
合
計
額
が
扶
養
控
除
、
基

礎
控
除
、
そ
の
ほ
か
の
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

⑵
給
与
所
得
の
あ
る
方
で

①
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超

え
る
方

②
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円

を
超
え
る
方

確
定
申
告
を
す
れ
ば

税
金
が
戻
る
方
（
例
）　

①
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除
・

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

②
平
成
29
年
に
中
途
で
退
職
し
た

後
就
職
し
な
か
っ
た
方
で
、
年

末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

③
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万

円
以
下
で
は
あ
る
が
、
源
泉
徴

収
を
さ
れ
て
お
り
、
医
療
費
控

除
等
の
申
告
を
す
る
と
、
所
得

税
が
戻
る
方

※
税
金
の
還
付
を
受
け
る
場
合

は
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
と
な

り
ま
す
。
口
座
番
号
等
の
分
か

る
も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
は
便
利
な

　
　
　
口
座
振
替
で
　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
納
税
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

お
勧
め
し
ま
す
。

◆
口
座
振
替
日　
４
月
20
日
㊎

◆
提
出
先
・
期
限

　

茂
原
税
務
署
ま
た
は
金
融
機
関

３
月
15
日
㊍

◆
納
付
期
限
（
口
座
振
替
以
外
）

３
月
15
日
㊍
ま
で

青
色
申
告
と
税
務
相
談
　

茂
原
市
青
色
申
告
推
進
協
議
会

で
は
、
次
の
期
間
に
青
色
申
告
の

普
及
と
税
務
相
談
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
期
間

　

２
月
13
日
㊋
～
３
月
14
日
㊌

９
時
～
15
時
（
土
日
を
除
く
）

◆
場
所

　

茂
原
青
色
申
告
会
館
（
茂
原
市

道
表
12
番
地
）

◆
問
合
先

　

茂
原
税
務
署
管
内
青
色
申
告
会

☎
（23）
１
２
７
３

税
理
士
に
よ
る

　
　
無
料
申
告
相
談
　

◆
期
間

２
月
７
日
㊌
～
15
日
㊍
９
時
～

16
時
（
土
日
・
休
日
を
除
く
。
相

談
受
付
は
15
時
ま
で
）

◆
場
所

茂
原
税
務
署
２
階
会
議
室

※
今
年
は
、市
役
所
市
民
室
で
の
税
理

士
無
料
相
談
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
は
必
要
な
い
が
、
市･

県

民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
（
例
）　

今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

居
住
し
、
次
に
該
当
す
る
方
で
す
。

①
給
与
所
得
者
で
会
社
か
ら
市
役

所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出

さ
れ
て
い
な
い
方

②
事
業
所
得
者
な
ど
で
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
が
か
か
ら

な
い
方

③
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

て
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の

合
計
金
額
が
20
万
円
以
下
の
方

④
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
で
、

パ
ー
ト
や
内
職
な
ど
の
収
入
が

あ
る
方

⑤
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
で
、

市
役
所
へ
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

⑥
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
に
20
万

円
以
下
の
所
得
が
あ
る
、
も
し

く
は
、
扶
養
な
ど
の
各
種
控
除

の
申
告
が
必
要
な
方

市

･

県
民
税
申
告
書
の
送
付
　

昨
年
度
の
申
告
状
況
な
ど
に
よ

り
２
月
５
日
㊊
に
発
送
予
定
で
す
。

な
お
、
申
告
書
は
市
役
所
市
民

税
課
と
本
納
支
所
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。

※
す
べ
て
の
方
に
送
付
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
申
告
が
必
要
な
方
で
も

届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

便利で簡単！国税庁ホームページから

　確定申告書 を 作成 

                         　および 申告 できます

e-Taxを利用するとこんないいこと！
　○添付書類の提出省略
　○還付がスピーディー
　○２４時間受付可能

　e-Tax（電子申告）の際には、マイナンバー
カードか有効期間内の住民基本台帳カードが
必要ですのでご注意ください。申告書作成の
みの場合は必要ありません。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧くだ
さい。

国税庁　申告

e-Tax！！
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医
療
費
控
除
に
つ
い
て
　

本
人
や
家
族
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ

る
と
き
は
、
次
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
で
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降

の
方
は
、
医
師
が
発
行
す
る
お
む

つ
使
用
証
明
書
に
代
え
て
、
市
で

発
行
す
る
書
類
に
よ
り
医
療
費
控

除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
対
象
に
な
ら
な
い
費
用

美
容
整
形
や
健
康
診
断
時
の
費

用
、
予
防
接
種
代
、
通
院
に
使
用

し
た
自
家
用
車
の
ガ
ソ
リ
ン
代
や

駐
車
場
代
、
健
康
増
進
の
た
め
の

サ
プ
リ
メ
ン
ト
や
食
品
の
購
入
代

な
ど
。

※
医
療
費
は
、
平
成
29
年
中
に
実

際
に
支
払
っ
た
も
の
に
限
っ
て

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
添
付
書
類

医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
に
つ
い
て
　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

を
納
め
る
方
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
・
増
改
築
な
ど
を
し
た

と
き
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は

ま
れ
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得
税

額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
市
・
県

民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

※
居
住
年
月
日
に
よ
っ
て
は
、
市
・

県
民
税
か
ら
の
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て
　

　

平
成
29
年
分
以
降
の
所
得

税
お
よ
び
平
成
30
年
度
以

降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の

◆
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
自
主
服
薬
）
推
進
の
た
め
の

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
（
医

療
費
控
除
の
特
例
）
の
創
設

従
来
の
「
医
療
費
控
除
」
と
の

選
択
制
で
、
平
成
30
年
に
行
う
平

成
29
年
分
の
申
告
か
ら
対
象
と
な

り
ま
す
。　
　
　

特
定
健
診
や
予
防
接
種
な
ど
の

一
定
の
取
り
組
み
を
行
う
個
人

が
、
自
己
ま
た
は
自
己
と
生
計
を

一
に
す
る
親
族
に
係
る
「
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指
導
医
薬

品
及
び
一
般
医
薬
品
の
う
ち
、
医

療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
）」

を
購
入
し
た
場
合
に
、
そ
の
年
中

に
支
払
っ
た
対
価
の
額
の
合
計
額

が
１
万
２
千
円
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
に

つ
き
、
８
万
８
千
円
を
限
度
に
所

得
控
除
で
き
る
特
例
の
制
度
で

す
。

◆
医
療
費
控
除
・
医
療
費
控
除
の

特
例
の
申
告
時
に
お
け
る
「
明

細
書
」
の
添
付
義
務
化

医
療
費
控
除
・
医
療
費
控
除
の

特
例
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け

る
方
は
、
領
収
書
の
代
わ
り
に

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」、「
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

明
細
書
」
を
申
告
書
提
出
の
際
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
医
療
機
関
名
な

ど
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
た
医
療

費
通
知
（
健
康
保
険
組
合
等
が
発

行
す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」）

を
添
付
す
る
と
明
細
書
の
作
成
を

省
略
で
き
ま
す
。

ま
た
、
医
療
費
の
領
収
書
は
、

自
宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
平
成
29
年
分
か
ら
31

年
分
ま
で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
に

よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

平
成
30
年
分
以
降
の
所
得

税
お
よ
び
平
成
31
年
度
以

降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の

◆
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控

除
の
見
直
し

配
偶
者
控
除
の
控
除
額
が
改
正

さ
れ
た
ほ
か
、
合
計
所
得
金
額
が

１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

配
偶
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。配

偶
者
特
別
控
除
の
控
除
額
が

改
正
さ
れ
た
ほ
か
、
対
象
と
な
る

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万

円
超
１
２
３
万
円
以
下
と
さ
れ
ま

し
た
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

　
●

茂
原
税
務
署

〒
２
９
７
―

８
５
０
１

茂
原
市
高
師
台
１
丁
目
５
番
１

茂
原
地
方
合
同
庁
舎
２
階

☎
�
２
１
６
６

　

●

市
民
税
課
（
２
階
）

〒
２
９
７
―

８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１
番
地

☎
⒇
１
５
７
７
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

　　　控除額（最高200万円まで）＝
　　　　　　　その年に支払った医療費－保険金などで補填される金額（※）
　　　　　　　－所得の5％（10万円を超える場合は10万円）

※保険金などで補填される金額とは、
①社会保険などから支給を受ける療養費、高額療養費、出産一時金
②医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの
   医療保険金、入院給付金などのこと。

医療費控除の計算方法



県
は
昨
年
10
月
、
突
然
鶴
舞
に
あ

る
県
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
か
ら
脳
神

経
外
科
医
２
名
を
東
金
に
あ
る
東
千

葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
に
異
動
さ

せ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
50
％
以

上
の
重
篤
な
脳
疾
患
患
者
を
診
て
い

た
だ
い
て
い
た
長
生
地
域
や
市
原
市
、

い
す
み
市
等
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
て
き
て
い
ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
重
大
な
こ

と
が
昨
年
の
県
９
月
議
会
で
の
代
表

質
問
で
山
武
市
の
議
員
か
ら
質
問
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
が
こ
の
こ
と

を
知
っ
た
の
は
12
月
に
入
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
12
月

に
行
わ
れ
た
山
武
長
生
夷
隅
保
健
地

域
医
療
連
携
会
議
の
中
で
、
こ
の
地

域
の
重
篤
な
2.5
次
～
３
次
医
療
を
受

け
て
く
れ
る
県
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー

の
機
能
を
せ
め
て
昨
年
の
10
月
以
前

の
状
態
ま
で
戻
し
て
い
た
だ
き
た
い

旨
を
強
く
要
望
い
た
し
ま
し
た
。

長
生
、
夷
隅
、
市
原
南
部
地
域
に

は
、
脳
や
心
臓
を
扱
う
高
度
急
性
期

病
院
が
非
常
に
少
な
く
、
県
循
環
器

病
セ
ン
タ
ー
は
長
く
そ
の
中
心
的
役

割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

特
に
、
茂
原
か
ら
は
30
分
程
度
で

行
け
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
１
分
１
秒

を
争
う
脳
や
循
環
器
疾
患
の
救
急

搬
送
に
お
い
て
大
変
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。
今
、
時
間
外

の
受
け
入
れ
は
、
週
３
日
に
制
限
さ

れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
残
り
の
脳
神

経
外
科
医
も
今
年
度
末
に
は
一
部
の

医
師
を
除
き
ほ
か
の
病
院
に
異
動
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
事
も
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
数
年
の
う

ち
に
県
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
を
廃
止

し
、
県
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
と
県
精

神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
統
合
病
院
へ

移
転
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

県
で
は
、
救
急
医
療（
高
度
医
療
）

と
地
域
医
療
を
医
療
圏
ご
と
に
分
け

て
配
置
し
て
い
く
こ
と
を
視
野
に
入

れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、

今
回
の
県
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
へ
の

対
応
は
、
こ
の
地
域
の
救
急
医
療
ひ

い
て
は
地
域
医
療
を
壊
す
こ
と
に
繋

が
り
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
、
地
方
創

生
で
は
な
く
地
方
破
壊
に
な
る
事
を

意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
な
く
と
も
、
医
療

過
疎
を
何
と
か
食
い
止
め
よ
う
と
必

死
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
方
行
政
に
、

冷
や
水
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し

て
も
ら
い
た
く
な
い
も
の
で
す
。
高

齢
化
が
進
む
中
で
、
救
急
医
療（
高

度
医
療
）を
担
う
県
循
環
器
病
セ
ン

タ
ー
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に

こ
れ
か
ら
の
茂
原
市
に
つ
い

て
、
市
長
と
直
接
意
見
交
換
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

◆
開
催
期
間　
随
時
受
付

※
議
会
開
催
月
（
６
月
・
９
月
・

12
月
・
３
月
）
は
除
く
。

※
開
催
日
・
開
催
時
間
は
、
協
議

の
上
、
決
定
し
ま
す
。

◆
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
団
体
、
グ
ル
ー
プ
で
、
出

席
者
数
が
５
人
以
上
10
人
程

度
。

※
宗
教
お
よ
び
政
治
上
の
目
的
を

有
す
る
団
体
、
公
序
良
俗
に
反

す
る
団
体
は
除
く
。

◆
テ
ー
マ　
申
込
団
体
・
グ
ル
ー

プ
が
設
定
。

◆
場
所　
市
長
応
接
室

◆
申
込
方
法　
開
催
希
望
日
の
１

カ
月
前
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は

窓
口
で
参
加
者
の
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
話
し
合
い
た
い

テ
ー
マ
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ
は
、

秘
書
広
報
課
（
３
階
）

☎
⒇
１
５
１
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
１
へ
。

市
民
ふ
れ
あ
い

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

参
加
者
募
集
！

な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
、
何
と

し
て
で
も
残
し
て
も
ら
う
よ
う
に
頑

張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
月
に
入
っ
て
緊
急
に
、
茂
原
を

含
む
長
生
郡
市
、
市
原
、
御
宿
、
い

す
み
、
勝
浦
、
大
多
喜
で
要
望
書
を

取
り
ま
と
め
、
県
に
提
出
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
今
県
議
会
の
議
長
、
副

議
長
を
輩
出
し
て
い
る
勝
浦
市
、
市

原
市
、
そ
し
て
地
元
の
県
議
の
皆
さ

ん
に
も
ぜ
ひ
と
も
頑
張
っ
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
常
事
態
で
す
。

救
急
医
療（
高
度
医
療
）と
地
域
医
療

No.96

災害拠点病院一覧図
基幹災害拠点病院(４箇所) 

地域災害拠点病院(20箇所) 
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市
で
は
、
４
月
か
ら
公
立
幼
稚

園
に
入
園
す
る
幼
稚
園
児
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

◆
対
象

３
歳
児
（
平
成
26
年
４
月
２

日
～
平
成
27
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

４
歳
児
（
平
成
25
年
４
月
２

日
～
平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

５
歳
児
（
平
成
24
年
４
月
２

日
～
平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

◆
申
込
資
格

住
民
登
録
し
て
い
る
市
内
在
住
者

◆
申
込
方
法

ご
希
望
の
幼
稚
園
を
見
学
す
る

な
ど
し
て
確
認
し
、
印
鑑
を
ご
持

参
の
上
、
学
校
教
育
課
に
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
見
学
を
ご
希
望
の
方
は
、
各
幼

稚
園
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆
注
意
事
項

・
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り

ま
す
。

・
中
の
島
幼
稚
園
は
、「
公
立
保

育
所
・
幼
稚
園
整
備
計
画
」
に

基
づ
き
、
平
成
㉛
年
３
月
に
閉

園
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成

㉚
年
度
の
募
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
私
立
幼
稚
園
で
の
募
集
に
つ
い

て
は
、
各
幼
稚
園
へ
直
接
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

学
校
教
育
課
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
５
８
、Ｆ
⒇
１
６
０
７
へ
。

公立幼稚園の園児を募集

公
　
　
立

幼稚園名 連絡先 対　象

豊岡幼稚園
粟生野2653−1 ☎（34）8050 ３歳児・４歳児・５歳児

五郷幼稚園
早野17−1 ☎（23）5185 ４歳児・５歳児

新茂原幼稚園
上林56−2 ☎（24）8710 ４歳児・５歳児

私
　
　
立

幼稚園名 連絡先
エンゼル幼稚園
八千代1−11−1 ☎（22）3210

ふたば幼稚園
茂原646 ☎（22）3964

茂原聖マリア幼稚園
高師980 ☎（22）4386

もばら幼稚園
東郷842−2 ☎（24）1095

公立保育所で一緒にあそぼう!!
　「保育所ってどんなところ？どんなことをしているの？」、保育所の生活や遊びなどに関心のある
方を対象に、市内４カ所の施設を開放します。皆さんのご来園をお待ちしています。

◆日時　２月19日㊊・20日㊋　９時30分～11時
◆対象　これから保育所を利用しようと考えている方、

保育所に関心のある方。
　　　　※必ずお子さん同伴でお越しください。
◆場所　東郷保育所・豊田保育所・町保保育所・朝日の森保育所
◆内容　園庭遊具の開放、保育所のお友達とのふれあいあそび、

絵本の読み聞かせなど。
　　　　※事前の申し込みは不要です。

お問い合わせは、子育て支援課（２階）　☎（20）1573または、
　　　　　　　　　　　　 東郷保育所　☎（22）2832　　町保保育所　　　☎（22）2544
　　　　　　　　　　　　 豊田保育所　☎（22）5056　　朝日の森保育所　☎（22）3126へ。
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認
定
こ
ど
も
園
の

運
営
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

市
で
は
、「
公
立
保
育
所
・
幼

稚
園
整
備
計
画
」
に
基
づ
き
、
平

成
32
年
４
月
に
「（
仮
称
）
茂
原

市
北
部
認
定
こ
ど
も
園
」
お
よ
び

「（
仮
称
）
茂
原
市
南
部
認
定
こ
ど

も
園
」
を
開
園
す
る
た
め
、
運
営

事
業
者
（
学
校
法
人
お
よ
び
社
会

福
祉
法
人
）
を
募
集
し
ま
す
。

運
営
事
業
者
の
募
集
概
要

１
．（
仮
称
）
茂
原
市
北
部
認
定 

こ
ど
も
園

①
運
営
形
態

公
私
連
携
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
※
１

②
場
所　

現
本
納
保
育
所
を
活
用

③
開
園
日　

平
成
32
年
４
月
１
日
㊌

④
建
物

現
施
設
、
物
品
等
を
現
状
有
姿

で
無
償
譲
渡
。
不
足
す
る
施
設

は
事
業
者
が
整
備
す
る
。

⑤
土
地

当
初
10
年
間
は
無
償
貸
付
。
以

後
は
有
償
と
す
る
。

⑥
定
員　

２
０
０
人
以
上
（
現
本

納
保
育
所
の
定
員
は
１
５
０
人
）

※
１ 

市
と
運
営
事
業
者
と
の
協
定

に
基
づ
き
、
教
育
保
育
を
行
う

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
。

２
．（
仮
称
）
茂
原
市
南
部
認
定 

こ
ど
も
園

①
運
営
形
態

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

②
場
所

中
の
島
保
育
所
、
五
郷
保
育
所

を
結
ぶ
中
間
点
か
ら
お
お
む
ね

1.5
㎞
の
範
囲
内

③
開
園
日
　

平
成
32
年
４
月
１
日
㊌

④
建
物　

募
集
要
項
に
基
づ
き
、

事
業
者
が
整
備
す
る
。

⑤
土
地　

募
集
要
項
に
基
づ
き
、

事
業
者
が
用
意
す
る
。

⑥
定
員　

２
０
０
人
以
上

応
募
に
関
す
る
共
通
事
項

１
．
選
定
方
法

書
類
選
考
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り
決
定
。

２
．
施
設
整
備
に
関
す
る
補
助
等

国
県
の
補
助
制
度
を
活
用
し
、

市
の
予
算
内
で
交
付
す
る
。

３
．
応
募
方
法

応
募
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
子
育
て
支
援
課
に
提
出
。

※
募
集
要
項
お
よ
び
応
募
書
類

は
、
２
月
１
日
㊍
よ
り
子
育
て

支
援
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

４
．
応
募
期
間

３
月
１
日
㊍
〜
４
月
27
日
㊎
17

時
必
着

５
．
説
明
会
の
開
催

次
の
日
程
で
応
募
説
明
会
と
現

地
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

①
応
募
説
明
会

２
月
９
日
㊎
13
時
30
分
～

市
役
所
５
階
５
０
３
会
議
室

②
現
地
見
学
会

２
月
９
日
㊎
15
時
～

応
募
説
明
会
終
了
後
、「（
仮
称
）

茂
原
市
北
部
認
定
こ
ど
も
園
」
開

園
予
定
場
所
（
本
納
保
育
所
）
の

現
地
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
応
募
資
格
等
、詳
細
に
つ
い
て
は
、

募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ
は
、

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

Ｍkosodate@
city.m

obara.chiba.jp

☎
⒇
１
５
７
３
、Ｆ
⒇
１
６
１
０
へ
。

セカンドブックの引換えを 
忘れていませんか？

市立図書館では、平成29年４月以降に３歳を迎
えたお子さんへ絵本を１冊プレゼントしています。
引換期限を過ぎてしまった場合でもお渡ししますの
で、図書館へお越しください。

◆対　　象　平成29年４月以降に３歳児健康診査
票が届いたお子さんと保護者

◆場　　所　図書館カウンター
◆引換時間　11時～18時
◆必要な物　３歳児健康診査票に同封のセカンド

ブック引換券、母子健康手帳
※引換券を紛失した方は図書館にご連絡ください。

お問い合わせは、市立図書館
☎（23）6151、Ｆ（25）6136へ。

ままのわミニセミナー
卒乳したら、次の未来へstep up！
保健センターでは、卒乳の時期に悩んでいるママ
を対象に、助産師から卒乳の方法、卒乳後のケアの
仕方など具体的なアドバイスが聞けるミニセミナー
を開催します。

◆日　時　３月１日㊍　10時～（終了予定12時）
　　　　　受付　９時50分～
◆対　象　妊婦から３歳児健診終了程度までの

お子さんとママ
◆定　員　15組　　
◆費　用　無料
◆場　所　保健センター
◆持ち物　母子健康手帳、筆記用具

お申し込み・お問い合わせは、保健センター
☎（25）1725、Ｆ（25）1865へ。

お知らせ 市では、広報紙の送付を希望される方に無料で郵送しています。
お問い合わせは、秘書広報課☎（20）1512、Ｆ（20）1601へ。
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共　
通　
事　
項

◆
任
期

平
成
30
年
８
月
３
日
か
ら
３
年
間

◆
募
集
期
間

３
月
１
日
㊍
～
30
日
㊎

◆
委
員
に
な
れ
な
い
者

①
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定
を
受

け
て
復
権
を
得
な
い
者

②
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
ま
た

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

③
茂
原
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平

成
24
年
茂
原
市
条
例
第
１
号
）

第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
暴

力
団
員
等
ま
た
は
同
条
例
第
９

条
第
１
項
に
規
定
す
る
暴
力
団

密
接
関
係
者

◆
応
募
用
紙
の
入
手
方
法

農
業
委
員
会
事
務
局
お
よ
び
本

納
支
所
窓
口
で
入
手
ま
た
は
同
局

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
。

農　
業　
委　
員

◆
募
集
す
る
人
材

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
農
業
委

員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関

農業委員および
農地利用最適化推進委員を募集

　平成28年４月１日施行の「農業委員会等に関する法律」の改正により、農業委員は公選制から推薦・
公募による市長の任命制になるとともに、担い手への農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委
員を農業委員会が委嘱することになりました。
　市では、平成30年８月３日から新制度へ移行するため、以下のとおり農業委員および農地利用最適化
推進委員を募集します。

農業委員会
農業委員

●委員会に出席し審議して、最終的に合
議体として決定することが主体
　（これに加えて、現地活動を行うことは可能）

●農地等の利用の最適化の推進に関する
指針の策定・変更

●農地等の権利移動の許可、農用地利用
集積計画の決定

●農地転用許可に当たって、具申すべき意
見の決定
●農地等の利用の最適化の推進に関する
施策について、提出する意見の決定

連携 連携

連携

必ず推進委員の意
見を聴かなければ
ならない

推進委員に総会等
への出席を求めるこ
とができる

推進委員の希望で
総会等に出席するこ
とができる

推進委員

●担当区域において、現場活動を行う

●推進委員として意見を述べる

●指針を踏まえて現場活動を行う

●推進委員として意見を述べる

●推進委員として意見を述べる

農地中間管理機構



9 広報もばら　2018.2.1

○
農
地
の
利
用
状
況
調
査
等

○
必
要
に
応
じ
総
会
に
出
席
し
意

見
を
述
べ
る

◆
募
集
人
数

15
人
（
茂
原
地
区
１
人
、
東
郷

地
区
３
人
、
豊
田
地
区
１
人
、
二

宮
地
区
１
人
、
五
郷
地
区
２
人
、

鶴
枝
地
区
２
人
、
本
納
地
区
２

人
、
新
治
地
区
１
人
、
豊
岡
地
区

２
人
）

◆
応
募
方
法

茂
原
市
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
候
補
者
推
薦
書
（
個
人
推
薦

用
ま
た
は
法
人
・
団
体
推
薦
用
）、

同
応
募
書
の
い
ず
れ
か
を
農
業
委

員
会
事
務
局
へ
提
出
。

◆
報
酬

月
額
３
万
８
８
０
０
円

お
問
い
合
わ
せ
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
３
０
、Ｆ
⒇
１
６
０
４
へ
。

し
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
者

◆
主
な
職
務
内
容

○
毎
月
の
総
会
に
出
席
し
、
農
地

の
権
利
移
動
等
の
許
認
可
お
よ

び
農
地
転
用
許
可
に
係
る
意
見

等
の
決
定
等

○
農
地
利
用
集
積
の
推
進

○
農
地
法
に
基
づ
く
申
請
に
係
る

調
査
等

○
遊
休
農
地
の
解
消
に
向
け
た
調

整
等

◆
募
集
人
数

14
人
（
う
ち
１
人
以
上
は
農
業

経
営
を
行
っ
て
い
な
い
者
）

◆
応
募
方
法

茂
原
市
農
業
委
員
会
委
員
候
補

者
推
薦
書
（
個
人
推
薦
用
ま
た
は

法
人
・
団
体
推
薦
用
）、
同
応
募

書
の
い
ず
れ
か
を
農
政
課
へ
提
出
。

◆
報
酬

月
額
４
万
６
千
円

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

◆
募
集
す
る
人
材

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す
る
者

◆
主
な
職
務
内
容

○
農
地
利
用
集
積
の
推
進

○
遊
休
農
地
の
解
消
に
向
け
た
調

整
等

協働のまちづくり推進事業にご参加ください
市では、まちづくり条例に基づく市民参加・市民協働のまちづくりを推進するため、市民活動団

体・地域まちづくり協議会の支援や協働提案事業など、さまざまな取り組みを進めています。
皆さんお誘い合わせの上、ご参加ください。

①協働のまちづくり推進懇話会委員を公募

◆職務内容　協働によるまちづくりの推進に関すること
　　　　　　協働によるまちづくりの実施状況に関すること
◆会　　議　年１回程度
◆応募資格　市内在住・在勤18歳以上の方（高校生除く）で、

まちづくりに関心をお持ちの方
◆定　　員　４人（応募多数の場合は書類選考あり）
◆謝　　礼　要綱に基づき支出
◆申込方法　郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号、応募

動機（200～400字程度）を記入し、郵送、持参、
ＦＡＸまたはメールで申し込み

◆申込締切　３月２日㊎

③市民活動団体からの協働提案事業を実施
　　～茂原の農業と消費者をつなぐシンポジウム～

◆日　　時　２月25日㊐　13時～16時（受付12時30分～）　
◆内　　容　基調講演（食文化研究家　向

むかさ

笠千
ち え こ

恵子氏）、
　　　　　　パネルディスカッションほか
◆場　　所　総合市民センター４階大ホール
◆実施団体　まちづくり茂原市民ネット、農政課
◆定　　員　150人（申込順）

②地域まちづくり協議会設立支援講
座（第３回）を開催

◆日　　時　２月18日㊐ 14時～16時30分
◆場　　所　市民体育館
　　　　　　第１・第２会議室
◆講　　師　庄

しょうじまたかひろ

嶋孝広氏
　　　　　　（市民社会パートナーズ代表）
◆対　　象　地域におけるまちづくりに取

り組んでいる方および関心を
お持ちの方

◆定　　員　100人（申込順）※参加費無料
◆申込締切　２月16日㊎

① ②のお申し込み・お問い合わせは、
生活課（２階）　
〒297-8511 茂原市道表1番地
　Ｍseikatu@city.mobara.chiba.jp
　☎（20）1505、Ｆ（20）1600へ。

③のお申し込みは、農政課（６階）
　☎（20）1526、Ｆ（20）1604へ。
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平
成
29
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

２
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

金
坂
道
人

監
査
の
対
象
＝
市
民
部
生
活

課
・
市
民
課
・
国
保
年
金
課
・
健

康
管
理
課
、
福
祉
部
社
会
福
祉

課
・
障
害
福
祉
課
・
高
齢
者
支
援

課
・
子
育
て
支
援
課
・
鶴
枝
保
育

所
・
五
郷
保
育
所
・
中
の
島
保
育

所
、
経
済
環
境
部
農
政
課
・
商
工

観
光
課
・
環
境
保
全
課
／
監
査
の

期
間
＝
平
成
29
年
10
月
12
日
か
ら

12
月
７
日
ま
で
／
監
査
の
場
所
＝

茂
原
市
役
所
、
鶴
枝
保
育
所
・
五

郷
保
育
所
・
中
の
島
保
育
所
／
監

査
の
方
法
＝
監
査
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
各
所
管
の
財
務
に
関

す
る
事
務
事
業
が
効
果
的
、
経
済

的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
。
住
民

の
福
祉
の
増
進
に
努
め
、
最
少
の

経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、
組

織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て

い
る
か
。

監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
２
）

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改

善
は
な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を

置
き
、
提
出
さ
れ
た
資
料
・
関
係

諸
帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説

明
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適

正
な
監
査
の
執
行
に
努
め
た
。

◆
監
査
の
結
果

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ

順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸

帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
主
な
所
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

◎
高
齢
者
に
よ
る
交
通
事
故
防
止

対
策
に
つ
い
て
は
、
高
齢
ド
ラ

イ
バ
ー
に
よ
る
交
通
事
故
増
加

の
要
因
に
は
、
加
齢
に
よ
る
身

体
能
力
や
認
知
機
能
の
低
下
な

ど
が
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
自
主
的
に
運
転
免
許

証
の
返
納
を
促
す
な
ど
、
警
察

署
あ
る
い
は
関
係
団
体
等
と
連

携
し
高
齢
者
の
交
通
安
全
対
策

に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
つ
い

て
は
、
市
民
の
平
均
寿
命
と
健

康
寿
命
の
差
が
や
や
改
善
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
生
活
習

慣
の
改
善
に
よ
る
平
均
寿
命

の
延
伸
は
高
齢
化
社
会
の
中

で
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
市
民
へ
の
健
康
づ
く
り

の
動
機
づ
け
と
し
て
、
自
分
の

健
康
は
自
分
で
守
る
と
い
う

健
康
意
識
の
醸
成
を
高
め
生

活
習
慣
病
予
防
、
介
護
予
防
に

取
組
ま
れ
た
い
。

◎
茂
原
市
社
会
福
祉
協
議
会
の

運
営
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
、

前
々
年
度
に
お
い
て
の
当
初

予
算
額
に
対
し
て
決
算
額
に

執
行
残
が
生
じ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
経
費
の
効
率
的
使
用
に

供
す
る
た
め
、
予
算
執
行
の
適

正
化
、
予
算
積
算
の
精
査
に
努

め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
自
主
財

源
を
生
み
出
す
た
め
、
収
益
事

業
等
独
自
施
策
の
拡
大
及
び

コ
ス
ト
意
識
付
け
な
ど
の
指

導
を
さ
れ
た
い
。

◎
生
活
困
窮
者
対
策
に
つ
い
て
は
、

失
業
・
病
気
・
人
間
関
係
な
ど

様
々
な
理
由
で
困
り
ご
と
を
抱

え
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
者

に
対
し
て
の
状
況
に
応
じ
た
自

立
に
関
す
る
相
談
や
就
労
に
関

す
る
支
援
を
さ
ら
に
充
実
さ

せ
、
自
立
促
進
を
図
ら
れ
た
い
。

◎
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
国
に

お
い
て
患
者
負
担
の
軽
減
や
医

療
保
険
財
政
の
改
善
の
観
点
等

か
ら
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の
使
用
促
進

を
図
っ
て
お
り
、
医
療
扶
助
に

お
い
て
も
、
後
発
医
薬
品
の
さ

ら
な
る
使
用
促
進
に
取
組
ま
れ

た
い
。

◎
障
害
者
差
別
解
消
に
つ
い
て

は
、
障
害
の
あ
る
人
へ
の
合
理

的
配
慮
な
ど
を
通
じ
、
共
生
社

会
の
実
現
を
目
指
す
「
障
害
者

差
別
解
消
法
」
の
施
行
か
ら
１

年
半
が
経
過
し
た
が
、
社
会
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
実
現
は
、
未
だ

大
き
な
課
題
で
あ
り
、
会
社
や

店
舗
な
ど
の
事
業
者
が
適
切
に

対
応
す
る
た
め
の
対
応
指
針
の

周
知
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま

た
、
障
害
者
差
別
を
解
消
す
る

た
め
の
取
組
み
を
行
う
た
め
の

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る

障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協

議
会
の
早
期
設
置
に
努
め
ら
れ

た
い
。

◎
高
齢
者
支
援
に
つ
い
て
は
、
意

欲
の
あ
る
高
齢
者
が
活
躍
し
続

け
ら
れ
る
生
涯
現
役
社
会
の
実

現
は
、
少
子
高
齢
化
を
乗
り
切

る
上
で
欠
か
せ
な
い
課
題
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
が
能
力

を
発
揮
し
、
社
会
に
貢
献
で
き

る
環
境
整
備
と
し
て
、
就
労
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
地
域
活

動
の
た
め
の
情
報
を
集
約
し
、

情
報
提
供
・
相
談
・
紹
介
を
行

う
総
合
相
談
窓
口
の
設
置
を
検

討
さ
れ
た
い
。

◎
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
る

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

事
業
に
移
行
し
た
軽
度
の
要
支

援
者
等
に
対
し
て
、
今
ま
で
と

同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
つ

つ
、
様
々
な
生
活
支
援
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
た
め
多
様
な
担
い

手
確
保
に
よ
る
地
域
住
民
で
支

え
合
う
仕
組
み
に
つ
い
て
、
万

全
を
期
し
て
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
待
機
児

童
の
定
義
の
見
直
し
な
ど
に

よ
り
待
機
児
童
が
71
人
（
Ｈ
29

年
10
月
１
日
現
在
）
と
増
加
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
を

産
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
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り
の
た
め
、
待
機
児
童
解
消
に

向
け
た
取
組
み
に
万
全
を
期

さ
れ
た
い
。

◎
保
育
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

よ
る
子
育
て
支
援
の
充
実
の
た

め
に
、
施
設
の
中
・
長
期
的
視

点
か
ら
、
公
立
の
保
育
所
と
幼

稚
園
を
一
体
に
捉
え
、
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
質
の
良

い
教
育
・
保
育
の
提
供
及
び
少

子
化
対
策
に
よ
る
結
婚
・
出

産
・
子
育
て
の
希
望
の
実
現
の

た
め
に
も
子
ど
も
に
や
さ
し
い

子
ど
も
目
線
の
環
境
整
備
（
施

設
整
備
）
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
農
業
振
興
に
つ
い
て
は
、
産
地

競
争
力
強
化
に
向
け
、
生
産
流

通
コ
ス
ト
の
低
減
や
生
産
力
の

強
化
拡
大
を
図
る
た
め
、
土
地

改
良
事
業
を
抜
本
的
に
見
直
し

た
改
正
土
地
改
良
法
に
よ
る
農

業
の
集
団
化
に
向
け
取
組
ま
れ

た
い
。
ま
た
攻
め
の
農
業
の
実

現
に
向
け
、
特
色
あ
る
商
品
の

開
発
、
需
要
の
高
い
農
産
物
の

生
産
、
ブ
ラ
ン
ド
作
り
な
ど
生

産
者
等
と
協
力
し
魅
力
あ
る
農

産
物
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
観
光
振
興
に
つ
い
て
は
、
市
域

を
越
え
自
治
体
が
連
携
し
て
広

域
的
な
取
組
み
を
行
う
こ
と

で
、
効
果
的
な
観
光
振
興
や
交

流
人
口
の
拡
大
を
図
れ
る
た

め
、
中
房
総
観
光
推
進
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
な
ど
と
連
携
を

図
り
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動

車
道
の
利
便
性
を
生
か
し
た
広

域
観
光
及
び
通
年
型
観
光
へ
の

振
興
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
環
境
保
全
対
策
に
つ
い
て
は
、

本
市
の
事
務
及
び
事
業
に
関

し
、
自
ら
が
事
業
者
、
消
費
者

と
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の

抑
制
等
の
取
組
み
を
実
施
す
る

に
あ
た
り
、
地
方
公
共
団
体
に

策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

茂
原
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行

計
画
の
見
直
し
を
図
り
、
市

民
・
事
業
者
の
模
範
と
な
る
よ

う
積
極
的
な
地
球
温
暖
化
対
策

に
取
組
ま
れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、Ｆ
⒇
１
６
０
７
へ
。

第４回 もばら冬の七夕まつりを開催します

　冬の茂原を華やかに盛り上げる「冬の七夕まつり」を２月10日㊏に開催します。
　また、２月１日㊍から14日㊌（毎日17時30分～21時）までの間、市役所周辺と市役所脇の豊田川（愛称：
天の川）がイルミネーションで輝きます。ぜひ足をお運びください。

【主なイベント】（天候により、時間変更あり）
◦あったか足湯「冬タナの湯」　12時～19時
◦飲食ブースの出店　12時～20時
◦ステージイベント　13時～19時
◦マグロ解体ショー　15時30分～
　　終了後マグロ丼無料ふるまい整理券配布（限定300食）
　　マグロ丼配布　17時30分～
◦PETボトル灯篭イルミネーション　16時～20時
◦点灯式　17時15分～
◦プロジェクションマッピング　18時30分～20時

お問い合わせは、茂原七夕まつり実行委員会　冬の七夕委員会（市商工観光課内）
☎（20）1528、Ｆ（20）1604へ。

▲体の芯から温まる足湯「冬タナの湯」

日10月2
土
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